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研修会資料（書籍）送付のお知らせ 

 

令和２年１０月２９日、三重県土地開発公社と「三重県土地開発公社が行う用地取得業務に伴う代替地

の情報提供及び媒介に関する協定」を締結いたしました。 

三重県土地開発公社より情報提供依頼がございましたら、ぜひご協力くださいますようお願い申し上げ

ます。 

三重県土地開発公社が行う用地取得業務に伴う代替地の情報提供及び媒介に関する協定締結 

について 

について 

 

研修資料（「令和 2 年版背景・趣旨がよくわかる不動産関連法令改正のポイント」）をお送りいたしま

したので、お手元に届きましたら必ず開封し、個別に学習していただくようお願い申し上げます。 

今回、「学習報告書」のご提出をもって研修会への出席とさせていただきます。 

学習されましたら、「学習報告書」を 12月 20日までに FAXにてお送りください。 

  

 

不動産公売のお知らせ 

 
 
 

三重地方税管理回収機構 https://www.zei-kikou.jp/ 

番号 種類 所在地等 
土地面積

(㎡) 
建物面積

(㎡) 
見積価格 

（円） 
公売保証金 

（円） 

2-24 宅地・雑種地・居宅 
四日市市川島町字西広６２００番１９２外３ 

四日市市川島町字犬吠６２８８番５、１６ 
計 269.66 計 170.69 11,410,000 1,150,000 

2-26 5 四日市市中野町字犂山１５５５番１２６ 198 － 400,000 50,000 

2-27 畑 鈴鹿市国府町字冨士２０４３番、２０４４番 計 654 － 300,000 50,000 

2-28 田 鈴鹿市平野町字北川原３２７番１ 386 － 130,000 50,000 

2-29 畑 鈴鹿市平野町字岩ノ谷９９５番 912 － 410,000 50,000 

2-30 
宅地・畑 

居宅・物置 
亀山市関町新所字東町北１７２３番外３ 計 363.63 計 218.17 2,360,000 240,000 

2-31 宅地・居宅 伊賀市阿保字福森１６７４番５ 85.49 81.17 1,470,000 150,000 

2-32 田 伊賀市守田町字尾ノ本１６３５番 1,672 － 940,000 100,000 

2-33 田 伊賀市守田町字中出１６６４番 991 － 560,000 60,000 

2-34 田 津市雲出本郷町字浜垣内１４４９番地 1,778 － 4,780,000 480,000 

2-35 田 松阪市射和町字久保田３０番 386 － 920,000 100,000 

2-36 雑種地 松阪市嬉野算所町字新出６１３番３ 289 － 1,290,000 130,000 

2-37 宅地・作業場 松阪市大口町字沖ス１１６２番４０１ 318.64 291.77 3,170,000 320,000 

2-38 畑 松阪市稲木町字古垣内１７７０番、１７７１番 計 405.94 － 540,000 60,000 

2-39 畑 松阪市稲木町字古垣内１７８７番１、２ 計 912 － 830,000 90,000 

2-40 宅地 
松阪市荒木町字大下１５５番２、６ 
松阪市郷津町字作之越１５０番７、８外２ 

計 439.43 － 9,100,000 910,000 

2-41 宅地 鳥羽市岩倉町字倉谷１１４４番３４ 52.68 － 150,000 50,000 
 
○公売日／令和２年１２月２日（水） 入札 午前１０時３０分から午前１１時まで 

○場 所／津市桜橋３丁目４４６番地３４ 三重県津庁舎６階 大会議室 

○お問合せ／三重地方税管理回収機構 徴収第一課 TEL ０５９－２１３－７３５５  FAX ０５９－２１３－７３４４ 

愛知県住宅供給公社との分譲宅地のあっせんに関する協定の変更について 

について 

 
令和２年１０月３０日、愛知県住宅供給公社との「分譲宅地のあっせんに関する協定」の一部が変更さ

れ、あっせん料が「譲渡価額の１００分の３に相当する額」から「譲渡価額の１００分の６に相当する額」

に変更されましたのでお知らせいたします。 

 

 


